
令和４年７月４日

第１回施設整備部会

特定教育・保育施設の利用定員の変更について

〇届出の内容

（１）施 設 名 旭川こばと幼稚園（旭川市忠和３条８丁目１番８号）

（２）届 出 者 学校法人こばと学園

（３）届出内容 利用定員の減少

・届 出 日 ： 令和４年６月１５日

・１号認定 （変更前）１３０人 （変更後）９０人

・平成３１年度１００人，令和２年度１０８人，令和３年度１０１人，令和４年度６月現在

で８２人と減少傾向が続いており，今後も園児の増加が見込めないため。

・変更予定日：令和４年１０月１日

〇事務局（案）

届出内容について，届出者と事前協議の上，当課内でも検討した結果，

①平成３１年度から現在まで，利用定員１３０人に対し，恒常的に利用定員を２０名以上下回

っている状態であること

②現状も届出内容にある変更後の定員９０人を下回っており，変更した場合においても，利用

定員を上回る入所が見込まれていないこと

③全市的かつ当該地区における入所率が１００％を下回っている状態であること

※令和４年４月現在１号認定入所率：全市：７４．８％ 神居地区：６０．６％

これらのことから，届出内容のとおり利用定員の減少について認め，受理することとする。


